
 

碧南市地域農業再生協議会 次第 

 

日時 令和５年４月２５日（火）   

午後２時から午後３時まで 

  場所 碧南市役所７階 議員大会議室  

 

１ あいさつ 

 

２ 議事録署名人選任 

 

３ 議事 

 (1) 第１号議案 令和４年度事業報告及び収支決算について 

 

 

(2) 第２号議案 令和５年度事業計画及び収支予算（案）について 

 

 

４ その他 

  令和５年度会議開催予定 

(1) 碧南市地域農業再生協議会 懇談会 

令和５年７月２８日（金）午後１時１５分から午後２時まで 

(2) 第２回碧南市地域農業再生協議会 

   令和５年８月２４日（木）午後１時１５分から午後２時まで 

(3) 第３回碧南市地域農業再生協議会 

   令和６年１月２６日（金）午後２時から午後３時まで 

 

  

 



令和５年４月１日現在
整理
番号  役 職 氏   名 所　　　属　　　職　　　名

1 会長  碧南市長

2 副会長 神谷  昌明  碧南市農業委員会会長

3 会員 市古　昭子  碧南市農業委員会委員

4 会員 黒田　実  碧南市農業委員会委員

5 会員 金子　さか江  碧南市農業委員会委員

6 会員 長谷部　実  碧南市農業委員会委員

7 会員 山中　力四郎  碧南市農業委員会委員

8 会員 加藤　浩孝  碧南市農業委員会委員

9 会員 角谷　正子  碧南市農業委員会委員

10 会員 鳥居　勝行  碧南市土地改良区副理事長（碧南市農業委員会委員）

11 会員 原田　孝司
 碧南市農業委員会農地利用最適化推進委員（ＪＡあいち中央理事・ＪＡ
あいち中央営農部会代表・農地利用集積円滑化団体）

12 会員 磯貝　孝弘  碧南市農業委員会農地利用最適化推進委員

13 会員 金原　節子  碧南市農業委員会農地利用最適化推進委員

14 会員 下島　良一  碧南市農業委員会農地利用最適化推進委員

15 会員 杉浦　孝明
 碧南市農業委員会農地利用最適化推進委員
（ＪＡあいち中央営農部会代表）

16 会員 石川　清勝  碧南市農業委員会農地利用最適化推進委員

17 会員 近藤　正孝  碧南市農業委員会農地利用最適化推進委員

18 会員 藤関　弘之  碧南市農業委員会農地利用最適化推進委員

19 会員  碧南市農業委員会農地利用最適化推進委員

20 会員 山中　光弘   ＪＡあいち中央営農部会代表（愛知県農業共済組合）

21 会員 鈴木　良樹   ＪＡあいち中央営農部会代表

22 会員 野村　勝己   ＪＡあいち中央営農企画部副部長（営農企画課担当・部長代行）

23 会員 生田　和重  碧南市経済環境部長（碧南市地域担い手育成総合支援協議会会員）

24 監事 藤浦　利吉  碧南市農業委員会副会長

25 監事 三島　孝二
ＪＡあいち中央碧南地区担当理事
（碧南市農業委員会委員・農地利用集積円滑化団体）

オブザーバー

篠田　修治 東海農政局地方参事官室（愛知支局）総括農政推進官

須戸　章浩 東海農政局地方参事官室（愛知支局）主任農政推進官

稲垣　清敬 東海農政局地方参事官室（愛知支局）行政専門員

事務局

26 事務局長 牧　勝彦  碧南市経済環境部農業水産課長

27 支局長 石川　浩義   ＪＡあいち中央営農部碧南営農センター長

28 本多　真  碧南市経済環境部農業水産課農政振興係長

29 北村　信晃  碧南市経済環境部農業水産課農政振興係主査

30 近藤　深月  碧南市経済環境部農業水産課農政振興係主事

令和５年度　碧南市地域農業再生協議会会員名簿

事務局



第１号議案 

令和４年度事業報告及び収支決算について 

 

１ 令和４年度事業報告 

国（東海農政局）と協議の上、作成した地域推進活動計画である「経営所得安定対

策に係る年間スケジュール」に基づき、経営所得安定対策を推進するとともに、次の

事業を実施した。 

(1) 会議の開催 

開催日 会議名 出席会員等数 場所等 

令和４年４月２５日(月) 地域協議会 ２０名 市役所議員大会議室 

８月２５日(木) 〃 １９名 〃 

令和５年１月２７日(金) 〃 ２２名 〃 

(2) 内部監査の実施 

開催日 場所 結果 

令和４年１０月 1 日 市役所農業水産課 １ 計数的な誤りはなかった。 

２ その他事務処理について、良好

と認めた。 令和５年３月３１日 〃 

 

《参考》令和４年度経営所得安定対策の取組結果 

交付金名 件数 面積（ha） 金額（円） 

水田活用の直接支払交付金 ４  46,409,499 

 麦 ４ オペ４ 73.5 25,732,000 

 大豆  オペ４ 73.5 0 

 加工用米   0 0 

 飼料用米   0 0 

 産地交付金 ４ オペ４  20,677,499 

畑作物の直接支払交付金 ４  42,744,718 

 営農継続支払 ４ オペ４  29,408,000 

 数量払 ４ オペ４  13,336,718 

※大豆（二毛作）については、産地交付金で対応。 
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   ※水田活用の直接支払交付金の配分先 

交付金額 

46,409,499 円（産地交付金 20,677,499 円を含む） 

配分額（円） 

耕作地権者 オペレーター 合計 

24,947,757 21,461,742 46,409,499 
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２　令和４年度収支決算

　(1) 収支計算書（水田農業経営所得安定対策推進費補助金の収支決算）

単位：円

科目 予算額 決算額 差異 備考

Ⅰ　収入の部

 １　水田農業経営所得安定対策
　　 推進費補助金

409,000 428,000 19,000

 ２　水田農業経営所得安定対策
　　 推進費補助金（eMAFF移行分）

220,825 160,600 ▲ 60,225

 ３　碧南市農業水産振興対策事業費
　　 補助金

35,500 16,500 ▲ 19,000

　　収入合計（Ａ） 665,325 605,100 ▲ 60,225

Ⅱ　支出の部

 １　旅費 0 0 0

 ２　事務等経費 413,325 353,100 ▲ 60,225 システム使用料

 ３　委託費 252,000 252,000 0 作付確認委託

　　支出合計（Ｂ） 665,325 605,100 ▲ 60,225

　　収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 0 0

　　碧南市へ返還（Ｃ） 0 0 0

　　繰越金（Ｄ） 0 0 0

自　令和　４年４月　１日

至　令和　５年３月３１日
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　(2) 正味財産増減計算書（水田農業経営所得安定対策推進費補助金）

単位：円

科目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　　経常増減の部

 １　経常収益

　　(1) 受取補助金等

　　　　水田農業経営所得安定対策推進費補助金 428,000 444,500 ▲ 16,500

　　　　水田農業経営所得安定対策推進費補助金
　　　　（eMAFF移行分）

160,600 0 160,600

　　　　碧南市農業水産振興対策事業費補助金 16,500 0 16,500

　　(2) 貯金利息 0 0 0

　　経常収益計 605,100 444,500 160,600

 ２　経常費用

　　(1) 事業費等

　　　　水田農業経営所得安定対策推進費 605,100 444,500 160,600

　　　　碧南市へ返還 0 0 0

　　経常費用計 605,100 444,500 160,600

　　当期経常増減額 0 0 0

　　当期一般正味財産増減額 0 0 0

　　一般正味財産期首残高 0 0 0

　　一般正味財産期末残高 0 0 0

Ⅱ　正味財産期末残高 0 0 0

自　令和　４年４月　１日

至　令和　５年３月３１日
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　(3) 貸借対照表（水田農業経営所得安定対策推進費補助金）

単位：円

科目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部

 　　流動資産

 　　　　普通預金（水田農業経営所得安定対策推進費補助金） 0 0 0

　　資産合計 0 0 0

Ⅱ　負債の部

 　　流動負債

 　　　預り金 0 0 0

　　負債合計 0 0 0

Ⅲ　正味財産の部

 　　正味財産 0 0 0

　　正味財産合計 0 0 0

　　負債及び正味財産合計 0 0 0

　(4) 財産目録（水田農業経営所得安定対策推進費補助金）

単位：円

　　正味財産合計 0

（Ⅲ　正味財産の部）　正味財産

（Ⅰ　資産の部）　流動資産

　　資産合計

（Ⅱ　負債の部）　流動負債

　　負債合計

0

0

0

0

0

令和５年３月３１日　現在

令和５年３月３１日　現在

科目 金額
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　(5) 収支計算書（碧南市農業水産振興対策事業費補助金の収支決算）

単位：円

科目 予算額 決算額 差異 備考

Ⅰ　収入の部

 １　碧南市農業水産振興対策事業費
　　 補助金

164,500 164,500 0

 ２　雑収入 0 0 0

　　収入合計（Ａ） 164,500 164,500 0

Ⅱ　支出の部

 １　事務等経費 164,500 109,170 ▲ 55,330 消耗品等

　　支出合計（Ｂ） 164,500 109,170 ▲ 55,330

　　収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 55,330 55,330

　　碧南市へ返還（Ｃ） 0 55,330 55,330

　　繰越金（Ｄ） 0 0 0

自　令和　４年４月　１日

至　令和　５年３月３１日
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　(6) 正味財産増減計算書（碧南市農業水産振興対策事業費補助金）

単位：円

科目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　　経常増減の部

 １　経常収益

　　(1) 受取補助金等

　　　　碧南市農業水産振興対策事業費補助金 164,500 191,500 ▲ 27,000

　　(2) 貯金利息 0 0 0

　　(3) 雑収入 0 0 0

　　経常収益計 164,500 191,500 ▲ 27,000

 ２　経常費用

　　(1) 事業費等

　　　　碧南市農業水産振興対策事業費 109,170 17,699 91,471

　　　　碧南市へ返還 55,330 173,801 ▲ 118,471

　　経常費用計 164,500 191,500 ▲ 27,000

　　当期経常増減額 0 0 0

　　当期一般正味財産増減額 0 0 0

　　一般正味財産期首残高 0 0 0

　　一般正味財産期末残高 0 0 0

Ⅱ　正味財産期末残高 0 0 0

自　令和　４年４月　１日

至　令和　５年３月３１日
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　(7) 貸借対照表（碧南市農業水産振興対策事業費補助金）

単位：円

科目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部

 　　流動資産

 　　　　普通預金（碧南市農業水産振興対策事業費補助金） 0 0 0

　　資産合計 0 0 0

Ⅱ　負債の部

 　　流動負債

 　　　預り金 0 0 0

　　負債合計 0 0 0

Ⅲ　正味財産の部

 　　正味財産 0 0 0

　　正味財産合計 0 0 0

　　負債及び正味財産合計 0 0 0

　(8) 財産目録（碧南市農業水産振興対策事業費補助金）

単位：円

　　正味財産合計 0

（Ⅲ　正味財産の部）　正味財産

（Ⅰ　資産の部）　流動資産

　　資産合計

（Ⅱ　負債の部）　流動負債

　　負債合計

0

0

0

0

0

令和　５年３月３１日　現在

令和　５年３月３１日　現在

科目 金額
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令和５年３月２７日 

 

碧南市地域農業再生協議会 

会長      田 政 信 殿 

 

 

碧南市地域農業再生協議会 

 

監事  藤 浦 利 吉 

 

監事  三 島 孝 二 

 

監 査 報 告 書 

 

このことについて、関係書類を慎重に監査し、下記のとおり報告いたします。 

記 

１ 計数的な誤りはなかった。 

２ その他事務処理について、良好と認めた。 
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第２号議案 

令和５年度事業計画及び収支予算（案）について 

 

１ 令和５年度事業計画 

国（東海農政局）と協議の上、作成した地域推進活動計画である「経営所得安定対策

等に係る年間スケジュール」に基づき、経営所得安定対策を実施する。また、産地交付

金の活用方法を定め（１８ページから２２ページまでを参照）、本対策推進を図る。ま

た下記の事業を今年度新たに実施する。 

(1) 飼料米取組事業  

需要見込みに応じた主食用米作付を維持するとともに、湿田地域等での円滑な生産

調整実施の観点から、転作作物の一つとして、飼料用米の作付を実施する。ＪＡあい

ち経済連により新たに需要者との契約（契約期間は１年）を締結し、次年度以降につ

いては今後検討を行う。 
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(2) 転作協力金の配分について 

令和５年度については、産地交付金は前年度と同程度であった。よって、転作協力

金の配分単価は以下のとおりとする。 

作付の内容 年度 
対象者 

耕作地権者 オペレーター 

小麦、大豆又は飼料用米のみ 

（単作） 

R4 年度 22,000 円 18,773 円 

R5 年度 22,000 円 18,000 円程度 

小麦、大豆又は飼料用米の二毛作 
R4 年度 27,000 円 23,773 円 

R5 年度 27,000 円 23,000 円程度 

≪参考≫令和５年度１０ａあたりの配分額 

 産地交付金の交付単価の合計は、単作で１５，０００円、二毛作で２５，０００円と

なる見込み（水田収益力強化ビジョン承認未済）である（単価調整を行う場合もあり）。 

このうち、品質向上助成の要件は、作付けの際に必ず土壌改良材を投入することとな

っている（１０，０００円）。また、戦略作物の基幹作付に対しては、水田活用の直接

支払交付金として３５，０００円が交付される。 

以上のことから、単作の交付単価の合計５０，０００円及び二毛作の交付単価の合計

６０，０００円のうちそれぞれ１０，０００円を土壌改良材投入費用として差し引き、

残額を耕作地権者とオペレーターに配分することとする。 

・単 作 → １２，０００円（生産性向上助成）＋ ３，０００（団地化助成）＋ 

３５，０００円（戦略作物助成）－ １０，０００円（土壌改良材費用） 

＝４０，０００円 → 地権者２２，０００円：オペ１８，０００円 

・二毛作 → １２，０００円（品質向上助成）＋ ３，０００円（団地化助成）＋ 

       １０，０００円（二毛作助成）＋ ３５，０００円（戦略作物助成）－ 

       １０，０００円（土壌改良材費用） 

      ＝５０，０００円 → 地権者２７，０００円：オペ２３，０００円 

・ 
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（単位：円）

1,567,564,000 1,567,564,000

うち県設定額 333,530,000 328,522,000

うち地域設定額 1,234,034,000 1,239,042,000

（単位：円）

（参考）

5,996,000 6,218,000

3,705,000 3,842,000

685,000 685,000

87,000 87,000

3,119,000 3,119,000

489,000 501,000

283,000 294,000

26,259,000 27,230,000

399,000 414,000

1,571,000 1,630,000

5,655,000 5,655,000

278,000 278,000

81,000 85,000

356,000 356,000

745,000 745,000

10,206,000 10,584,000

1,819,000 1,819,000

5,581,000 5,788,000

76,928,000 76,928,000

128,342,000 128,342,000

29,497,000 30,588,000

129,439,000 129,439,000

19,011,000 19,011,000

56,826,000 56,826,000

244,879,000 244,879,000

214,622,000 214,622,000

22,609,000 22,609,000

10,289,000 10,289,000

162,682,000 162,682,000

12,712,000 12,712,000

15,922,000 16,299,000

2,496,000 2,556,000

208,000 208,000

644,000 644,000

13,339,000 13,833,000

16,570,000 17,183,000

72,000 72,000

9,633,000 9,990,000

1,234,034,000 1,239,042,000合　計

高浜市地域農業再生協議会

豊田市地域農業再生協議会

みよし市地域農業再生協議会

新城市地域農業再生協議会

設楽町農業再生協議会

東栄町農業再生協議会

豊根村地域農業再生協議会

豊橋市地域農業再生協議会

豊川市地域農業再生協議会

蒲郡市地域農業再生協議会

田原市地域農業再生協議会

知立市地域農業再生協議会

大口町地域農業再生協議会

扶桑町地域農業再生協議会

海部東地域農業再生協議会

あまそだち農業再生協議会

海部南部地域農業再生協議会

知多地域農業再生協議会

岡崎幸田地域農業再生協議会

碧南市地域農業再生協議会

刈谷市地域農業再生協議会

安城市地域農業再生協議会

西尾地域農業再生協議会

東郷町地域農業再生協議会

春日井市地域農業再生協議会

犬山市地域農業再生協議会

江南市農業再生協議会

小牧市地域農業再生協議会

稲沢市農業再生協議会

尾張旭市地域農業再生協議会

岩倉市地域農業再生協議会

豊明市地域農業再生協議会

日進市地域農業再生協議会

西春日井農業再生協議会

長久手市地域農業再生協議会

瀬戸市地域農業再生協議会

（別紙）

令和5年度　産地交付金の当初配分額

名　　　称
令和5年度
配分額①

（参考）
令和4年度
配分額

愛知県への配分額

名　　　称
令和5年度
配分額 令和４年度

配分額

名古屋市地域農業再生協議会

一宮市地域農政推進協議会
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（別記） 
 

令和５年度碧南市地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

 

当地域の全水田面積に占める主食用米面積の割合は、約 70％で、主な転換作物として

は、小麦、大豆の面積が多く、小麦の後に大豆の作付を行うブロックローテーションに取

り組んでおり、土地利用型作物の担い手への集積が進んでいる。 

一方で、農業者の高齢化が進んでおり、農家戸数の減少がみられることから、担い手へ

の一層の集積による水田面積の維持が課題となっている。 

今後も主食用米の需要減少が予測される中で、水田面積の維持を図る上では、更なる主

食用米以外への転換を進める必要があるが、一部水田において、排水不良や酸性土壌等に

より、麦、大豆等の収量低下を招いており、その是正が必要となっている。 

 

 

 

 

２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

 

 

 当地域では、水田構造を維持したまま、ブロックローテーションを採用して転換作物と

して小麦、大豆を実施している。 

今後も引き続き、ブロックローテーションを維持し、小麦、大豆の収益率向上に努め

る。 

 

 

 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

 当地域では、水田構造のまま野菜や果樹といった作物の栽培を行っている水田が多くあ

る。耕作者の栽培状況に注視し、耕作状況の把握に努めていく。 

 また水田構造を残したままその他作物を栽培する農地の耕作者には、今後水稲を作付し

た場合、営農計画書の提出の際に当協議会へ報告するよう通知し、転作のローテーション

への参加を促しているため、引き続き実施していく。 

水田の利用状況の点検結果を踏まえた水田の畑地化については、市内の土地の特性上、

湿田や水が付きにくい圃場が多く、困難であるケースが多いため、ブロックローテーショ

ンの維持による既存の転換作物の収益率向上に努めていく。今後、畑地化の可能性がある

土地があった場合は、畑地化支援を活用した畑地化を促進していく。 
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４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

   前年の需要動向や集荷業者等の意向を勘案しつつ米の生産を行う。また、地域の気

候に合った品種の作付を行っていく。 

 

（２）備蓄米 

   該当なし 

 

（３）非主食用米 

  ア 飼料用米 

    当地域内に大豆の作付に適さない排水不良の水田があることから、飼料用米の作

付をする。 

   

  イ 米粉用米、ウ 新市場開拓用米、エ WCS 用稲 

    該当なし 

 

  オ 加工用米 

     該当なし 

 

 

     

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

   水田の生産性向上ため、麦、大豆の団地化及びブロックローテーションによる作付

を行っているが、今後も引き続き、取り組みを維持することで、更なる生産振興を図

る。また、麦、大豆等の作付にあたっては、産地交付金を活用して、土壌の酸性化を

防ぐための土壌改良材の施用を行う等、品質向上に努める。 

 

（５）そば、なたね 

   該当なし 

 

（６）地力増進作物 

   該当なし 

 

（７）高収益作物 

   該当なし 

 

 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等 

別紙のとおり 

 

６ 課題解決に向けた取組及び目標 

別紙のとおり 
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７ 産地交付金の活用方法の概要  

別紙のとおり 

 

 

 

８ 産地交付金の活用方法の明細  

  別紙のとおり 
 ※ 農業再生協議会の構成員一覧（会員名簿）を添付してください。 
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別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

297.9 0 292 0 288 0

- - - - - -

0 0 1.2 1.2 0.3 0

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

0 0 0 0 0 0

73.5 73.5 75.6 75.6 82 82

73.5 73.5 75.8 75.6 82 82

- - - - - -

・子実用とうもろこし - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

・野菜 - - - - - -

・花き・花木 - - - - - -

・果樹 - - - - - -

・その他の高収益作物 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

※果樹については、湿田が多いため推進作物から除外している。

その他

畑地化

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物

麦

作物等
前年度作付面積等

当年度の
作付予定面積等

令和５年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米
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６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

小麦単収 （４年度）　　kg/10a （５年度）560Kg/10a

大豆単収 （４年度）　　kg/10a （５年度）120kg/10a

2 大豆（二毛作）
団地化された水田にお
ける二毛作への助成

大豆取組面積 （４年度）73.5ha （５年度）74.0ha

小麦取組面積 （４年度）73.5ha （５年度）82.0ha

大豆取組面積 （４年度）   0ha （５年度） 0.3ha

飼料用米取組面積 （４年度） 　0ha （５年度） 1.2ha

計 （４年度）73.5ha （５年度）82.3ha

飼料用米取組面積 （４年度） 　0ha （５年度） 1.2ha

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。

※　目標期間は３年以内としてください。

目標

1 小麦、大豆(基幹作）

4

戦略作物の生産性向上
への助成

　飼料用米の品質向上
への助成

飼料用米(基幹作）

整理
番号

対象作物 使途名

3 小麦、大豆(基幹作）

団地化された水田にお
ける小麦、大豆、飼料

用米への助成
（団地化助成）
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７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：愛知県

協議会名：碧南市地域農業再生協議会

1 戦略作物の生産性向上への助成 1 12,000 小麦、大豆、飼料用米（基幹作） ブロックローテーションによる団地化等

2
団地化された水田における

二毛作への助成
2 10,000 小麦、大豆（二毛作） ブロックローテーションによる団地化、二毛作の実施等

3
団地化された水田における小麦、大

豆、飼料用米への助成 （団地化助成）
1 2,686 小麦、大豆、飼料用米（基幹作） ブロックローテーションによる団地化等

4 飼料用米の品質向上への助成 1 12,000 飼料用米（基幹作） ブロックローテーションによる団地化等

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してくだ
さい。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。
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協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

目標
500kg
100kg

580kg
120kg

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

　 ブロックローテーションにより団地化された水田において、小麦及び大豆（基幹作）の作付を実施する
担い手が、適切な排水管理及び土壌改良材の施用を行った面積に対して助成する。

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

１　同一圃場において、同一年度内に複数回栽培がされた場合は、そのうち一回を助成の対象とする。
２　整理番号３、４との重複交付はできるものとする。

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

１　交付対象者
　　経営所得安定対策等交付金交付申請経営体のうち、碧南市に拠点を置く認定農業者
２　交付対象水田
　　本地域協議会及び他地域の地域協議会の計画による、ブロックローテーションにより団地化された
水田
３　生産性向上の要件
　　ブロックローテーションによる団地化の実施
４　その他の要件
　(1) 対象作物の収穫年度に主食用水稲の作付が行われていないこと。
　(2) 通常の収穫を挙げ得るに必要な植栽密度があるとともに、通常の肥培管理が行われていること。
　(3) 土壌改良材の投入（100ｋｇ/10ａ以上）が行われていること。
　　　※ただし、土壌及び地力の状況に応じて、施用量を加減する。
　(4) 圃場条件に合った排水対策を実施すること。
　(5) 収穫物を出荷・販売していること。

１　交付対象者
　　経営所得安定対策等交付金交付申請書により確認
２　交付面積
　　水田台帳、ブロックローテーション計画図及び現地確認により確認
３　生産向上の要件
　　ブロックローテーション計画図により確認
４　その他の要件
　(1) 現地確認による確認
　(2) 作業日誌による確認
　(3) 作業日誌による確認
　(4) 現地確認による確認
　(5) 売渡が確認できる出荷・販売伝票による確認
　(6) 防除薬剤購入明細等による確認

東海農林水産統計年報により、碧南市単収を確認

　小麦、大豆（基幹作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

碧南市地域農業再生協議会 整理番号 1

　戦略作物の生産性向上への助成

　12,000円／10ａ
（追加配分に応じて15,000円／10ａを上限として単価を増額調整する）

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

実績
533kg
126kg

　　kg
　　kg

450㎏
140㎏

550kg
110kg

－

　 本地域では、ブロックローテーションによる麦、大豆等の作付を行っている。より生産性の向上を図る
ため、栽培暦及び対象水田の状況に応じた適切な排水管理、土壌改良材の投入、病害虫の防除を行
うことにより、転作作物の生産性向上を図る。

小麦単収
大豆単収

567kg
97kg
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協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

―
73.5ha

1.2ha
74.0ha

実績
―

70.6ha

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

　 担い手がブロックローテーションにより団地化された水田において小麦、大豆の二毛作作付を実施し
た面積に応じて助成する。

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

水田台帳、ブロックローテーション計画図及び現地確認により確認する。

１　交付対象者
　　経営所得安定対策等交付金交付申請経営体のうち、碧南市に拠点を置く認定農業者
２　交付対象水田
　　本地域協議会及び他地域の地域協議会の計画による、ブロックローテーションにより団地化された
水田
３　生産性向上の要件
　(1) ブロックローテーションによる団地化の実施
　(2) 小麦又は大豆の二毛作作付の実施
４　その他の要件
　(1) 通常の収穫を挙げ得るに必要な植栽密度があるとともに、通常の肥培管理が行われていること。
　(2) 収穫物を出荷・販売していること。
　(3） 戦略作物助成の対象とならないこと。

１　交付対象者
　　経営所得安定対策等交付金交付申請書により確認
２　交付面積
　　水田台帳、ブロックローテーション計画図及び現地確認により確認
３　生産向上の要件
　　ブロックローテーション計画図により確認
４　その他の要件
　　作業日誌、売渡が確認できる出荷・販売伝票等により確認

整理番号２１との重複交付はできるものとする。

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

　小麦、大豆（二毛作）

　10,000円／10ａ（追加配分に応じて12,000円／10ａを上限として単価を増額調整する）

 　戦略作物の本作化において、基幹作のみでは主食用水稲と比べ収益性に乏しく、収益性を維持して
いくためには、水田をフルに活用した収益の向上を図る必要がある。
　 このため、二毛作による農地の高度利用を推進し、水田の有効活用を行うことで、戦略作物の作付
による収益向上を進める。

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

―
67.8ha

―
73.5ha

－

小麦取組面積
大豆取組面積

目標
―

73.0ha
―

71.0ha

産地交付金の活用方法の明細（個票）

碧南市地域農業再生協議会 整理番号 2

　団地化された水田における二毛作への助成
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協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

具体的要件

１　交付対象者
　　経営所得安定対策等交付金交付申請経営体のうち、碧南市に拠点を置く認定農業者
２　交付対象水田
　　本地域協議会及び他地域の地域協議会の計画による、ブロックローテーションにより団地化された
水田
３　生産性向上の要件
　　ブロックローテーションによる団地化の実施
４　その他の要件
　(1) 通常の収穫を挙げ得るに必要な植栽密度があるとともに、通常の肥培管理が行われていること。
　(2) 収穫物を出荷・販売していること。
　(3) 飼料用米については、新規需要米取組計画が認定されていること。

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

水田台帳、ブロックローテーション計画図及び現地確認により確認。

整理番号１、４との重複交付はできるものとする。

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

77.1ha
0ha
―

77.1ha

73.5ha
0ha
―

73.5ha

－

小麦取組面積
大豆取組面積

飼料用米取組面
積
計

目標

82.0ha
0.3ha
―

82.3ha

80.5ha
0.1ha
―

80.6ha

81.0ha
0.2ha
―

81.2ha

82.0ha
0.3ha
1.2ha
82.3ha

実績

80.2ha
0ha
―

80.2ha

　 戦略作物の本作化に向けて、地域が一体となったブロックローテーションによる団地化に取り組み、
作業効率の向上や生産コストの低減を図る必要がある。このため、団地化された水田を有効活用し
て、小麦、大豆、飼料用米の収益を向上させる。

　 担い手がブロックローテーションにより団地化された水田において、基幹作物として小麦、大豆又は
飼料用米の作付を実施した面積に応じて助成する。

１　交付対象者
　　経営所得安定対策等交付金交付申請書により確認
２　交付面積
　　水田台帳、ブロックローテーション計画図及び現地確認により確認
３　生産向上の要件
　　ブロックローテーション計画図により確認
４　その他の要件
　　売渡が確認できる出荷・販売伝票等、飼料用米については新規需要米取組計画認定通知書、作業
日誌等により確認

産地交付金の活用方法の明細（個票）

碧南市地域農業再生協議会 整理番号 3

　小麦、大豆、飼料用米（基幹作）

　団地化された水田における小麦、大豆、飼料用米への助成（団地化助成）

　2,686円／10ａ
（追加配分に応じて6,000円／10ａを上限として単価を増額調整する）

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
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協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

　飼料用米（基幹作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

碧南市地域農業再生協議会 整理番号 4

　飼料用米の品質向上への助成

　12,000円／10ａ
（追加配分に応じて15,000円／10ａを上限として単価を増額調整する）

　 本地域では、ブロックローテーションによる麦、大豆等の作付を行っているが、排水不良等の理由に
より大豆の作付が困難な水田における有効な転作作物として飼料用米の拡大とともに品質の向上を図
る。

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

飼料用米取組面
積

目標 － － － 1.2ha

実績 － － － －

整理番号２、３との重複交付はできるものとする。

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

　 飼料用米の生産性及び品質向上を図るため、栽培暦に準ずる適正な生産管理等を実施した面積に
応じて助成する。

具体的要件

１　交付対象者
　　経営所得安定対策等交付金交付申請経営体のうち、碧南市に拠点を置く認定農業者
２　交付対象水田
　　経営所得安定対策交付金の対象水田に準ずる
３　その他の要件
　(1) 通常の肥培管理が行われていること。
　(2) カメムシ又はスクミリンゴガイの防除対策を行うこと。
　(3) 収穫物を出荷・販売していること。
　(4) 実需者等へ販売していること及び新規需要米取組計画が認定されていること。
　(5) 以下の技術要件を２つ以上取り組むこと。（飼料用米に限る）
　①直播栽培、②育苗作業の省力化（プール育苗、密苗栽培、疎植栽培等）、③土づくり（堆肥の施用、
ケイ酸質資材の施用）、④肥料の低コスト化、省力化（土壌分析・生育診断を踏まえた施肥、側条施肥
等）、⑤農薬の低コスト化、省力化（種子の温湯消毒、農薬の苗箱播種同時処理、農薬の田植同時処
理、共同防除）、⑥立毛乾燥、⑦施設・機械の共同利用、⑧多収品種の導入（「需要に応じた米の生
産・販売の推進に関する要領」別紙１の第４の３に規定する品種）

取組の
確認方法

１　交付対象者
　　経営所得安定対策等交付金交付申請書により確認
２　交付対象水田及び面積
　　水田台帳及び現地確認により確認
３　その他の要件
　　作業日誌、売渡が確認できる出荷・販売伝票等、飼料用米については新規需要米取組計画認定結
果通知書の写し、現地確認等により確認

成果等の
確認方法

水田台帳、作業日誌、現地確認等により確認する。
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２　令和５年度収支予算

　(1) 収支予算書（水田農業経営所得安定対策推進費補助金）

　　　収入金額　　　　　５９６，３００円

　　　支出金額　　　　　５９６，３００円

　　　差引金額　　　　　　　　　　　０円

単位：円

科目 本年度予算額 前年度予算額 差異 備考

Ⅰ　収入の部

 １　水田農業経営所得安定対策
　　 推進費補助金

496,000 409,000 87,000

 ２　水田農業経営所得安定対策
　　 推進費補助金（eMAFF移行分）

0 220,825 ▲ 220,825

 ３　碧南市農業水産振興対策事業費
　　 補助金

100,300 35,500 64,800

　　収入合計（Ａ） 596,300 665,325 ▲ 69,025

Ⅱ　支出の部

 １　旅費 0 0 0

 ２　事務等経費 344,300 413,325 ▲ 69,025 システム使用料

 ３　委託費 252,000 252,000 0 作付確認委託

　　支出合計（Ｂ） 596,300 665,325 ▲ 69,025

　　収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 0 0

　　繰越金（Ｃ） 0 0 0
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　(2) 収支予算書（碧南市農業水産振興対策事業費補助金）

　　　収入金額　　　　９９，７００円

　　　支出金額　　　　９９，７００円

　　　差引金額　　　　　　　　　０円

単位：円

科目 本年度予算額 前年度予算額 差異 備考

Ⅰ　収入の部

　　碧南市農業水産振興対策事業費
　　補助金

99,700 164,500 ▲ 64,800

　　収入合計（Ａ） 99,700 164,500 ▲ 64,800

Ⅱ　支出の部

 １　事務等経費 99,700 164,500 ▲ 64,800 消耗品等

　　支出合計（Ｂ） 99,700 164,500 ▲ 64,800

　　収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 0 0

　　碧南市へ返還（Ｃ） 0 0 0

　　繰越金（Ｄ） 0 0 0

※　収入の部について市予算額２００，０００円のうち１００，３００円分を水田農業経営所得
　安定対策推進費補助金会計に補填するため、残る９９，７００円を計上した。

24


